
さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター

①所在地
　北区本郷町１７－７
②施設の設置目的
　　障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会
　生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスの提供及びその他
　の支援を行い、障害者の福祉の増進を図る。
③施設の概要
　敷地面積　　１，００７．６７㎡
　延床面積　　１，５６７．５８㎡
　構　　　造　　鉄筋コンクリート造　３階建
　事業内容　　生活介護事業　（定員１４人）　平成１８年１０月指定
　　　　　　　　　自立訓練（機能訓練）事業　（定員６人）　平成１８年１０月指定
　　　　　　　　  相談支援事業（特定相談支援・障害児相談支援） 平成２７年 ４月指定

社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

①指定期間
令和２年４月１日～令和７年３月３１日
②指定管理料
令和元年度５２，１２７千円、令和２年度５６，０３２千円、令和３年度５６，０３２千円

①運営業務の状況（利用状況含む）
◇利用状況
　〈生活介護事業〉
　・延利用者数　３，０１０人（前年度　３，０３８人）
　・１日平均利用者数　１２．４人（前年度　１２．５人）
　・稼働率　８８．８％（前年度　８９．３％）
　〈自立訓練（機能訓練）事業〉
　・延利用者数　７６０人（前年度　８３３人）
　・１日平均利用者数　３．１人（前年度　３．４人）
　・稼働率　５２．３％（前年度　５７．１％）
　〈相談支援事業〉
　・契約者数６３人（前年度６４人）
　◇業務実施状況
　〈生活介護事業〉
　・開所日数　２４２日　・個別支援計画の作成とモニタリングの実施　・相談支援
　・日常生活支援（入浴、食事、排泄）　・身体的リハビリテーション　・創作活動
　・外出、外食（テイクアウト）活動　・余暇活動（レクリエーション、季節行事、カラオケ等）・健康
相談
　・懇談会　・ボランティアの受け入れ　・防災訓練（大砂土ふれあいの里として実施）
　〈自立訓練（機能訓練）事業〉
　・開所日数　２４２日　・個別支援計画の作成とモニタリングの実施　・健康管理
　・日常生活動作訓練　・外出訓練　・身体機能のリハビリテーション　・食事
　・各種相談、指導等　・防災訓練（大砂土ふれあいの里として実施）
　〈相談支援事業）
　・アセスメントの実施　・サービス担当者会議の開催と利用計画の作成
　・モニタリングの実施

②維持管理業務の状況
　・窓口受付管理業務　・清掃等管理業務（日常清掃、定期清掃、衛生管理）
　・機械警備業務　・一般廃棄物収集運搬処理業務　・消防設備保守点検業務
　・自家用電気工作物保守管理　・エレベーター設備保守管理　・空調設備保守点検業務
  ・公共建築物定期点検業務

（5）施設の管理運営の内容

令和３年度指定管理者評価シート

１．管理運営の状況等

（1）施設名

（3）指定管理者

（2）施設概要

（4）指定期間、指定管理料



①収入
　・指定管理料　　　　　　　　　　　　５６，０３２千円　（前年度　５６，０３２千円）
　・障害福祉サービス等事業　　　４０，５５４千円　（前年度　４２，４７２千円）
　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　４，１５１千円　 （前年度　　４，７２３千円）

②支出
　・人件費　　　　　　　　　　　　　　　６４，００４千円　 （前年度　６５，９７６千円）
　・事務費　　　　　　　　　　　　　　　　１，９４４千円　 （前年度　　２，４７６千円）
　・施設管理費　　　　　　　　　　　　２４，６２６千円    （前年度　２４，３３２千円）
　・事業費　　　　　　　　　　　　　　　　１，８１７千円　  （前年度　　２，４４６千円）
　・繰入金支出　　　　　　　　　　　　　５，１６３千円　　（前年度　　５，１６３千円）
　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　 ３，１８３千円　　（前年度　　２，８３４千円）

　さいたま市社会福祉事業団「みなさま声」の設置要綱による意見箱の設置や福祉サービス
利用者アンケートの実施等、利用者からの意見や要望を受け付ける機会を設けた。利用者ア
ンケートではサービス全般について概ね満足との回答を得たが、支援に関する意見や要望に
対しては真摯に受け止め、障害特性の理解や知識、技術の習得に努めていく旨、懇談会や書
面などを通して回答した。
　生活介護事業では面談や懇談会の機会だけでなく、普段から利用者や家族の意見を聴取す
るよう努めた。また、外出活動後には満足調査を実施し、サービスの向上に努めた。新型コロ
ナウィルス感染拡大予防のため外食の機会は持てなかったが買い物活動を実施し、テイクア
ウトで対応し良い評価の声を多くいただいた。外出活動については、実施を希望する声も多い
ため、今後も利用者の意見を反映するとともに、充実した活動の実施やサービスの向上に努
めていくこととした。

令和４年度に実施される中規模修繕に伴う、仮設施設への一時移転についてや、送迎サービ
スの自主送迎への変更他、給食サービスの厨房調理の提供から外部発注弁当の提供への変
更等、これまでのサービスの内容から新年度に新たに変更するものについて、利用者懇談会
や書面を通して、利用者への説明を行った。
　日常では、利用者に対し常に明るく誠実に接するとともに、積極的な声掛けを行い、話しやす
い雰囲気づくりを心がけ、意見や要望などを伝えやすいよう環境を整えた。また、面談や懇談
会を通して、利用者や家族の意見、要望を聞く機会を設けることで、ニーズ等を確認する機会
とした。

（7）利用者アンケート等による
　　市民からの意見・要望等へ
　　の対応

（6）収支状況

（8）その他



（指定管理者から提案のあった項目の達成状況）

達成状況

　豊かな日常生活又は、社会生活を営むことができるよう、利用者のニーズやアセスメントに
基づいた個別支援計画の作成と定期的なモニタリングを行った。また、利用者個々の健康状
態や身体機能に合わせ、入浴、排泄、食事などの提供や支援、介助を行った。利用者や家族
の話を傾聴するとともに、日頃から日常生活や健康などに関する相談を受ける機会を設け、適
切な支援や各関係機関等との連携にも努めた。
　日中活動では理学療法士の助言のもと、日常生活能力や身体機能維持のために身体的リ
ハビリテーションをはじめ、レクリエーションなどの機会も提供した。また、創作活動（書道、工
芸、手芸など）や外出（買い物）活動、外食（テイクアウト）活動、季節行事（ゆず湯）の機会も提
供し、豊かな社会生活を送ることができるよう支援した。
　開かれた環境づくりを行うため、アーティストボランティアによるピアノコンサートを実施し、ボ
ランティアとの交流の場を提供した。

　利用者の意向と身体状況に合わせた個別支援計画書を作成し、理学療法士を中心に身体
機能及び生活能力の維持、向上のために必要な訓練を行った。また、外出訓練など社会生活
の環境に応じた訓練を実施することで、経験を積みながら身体機能の向上を図った。
　訓練中には、関わる職員全てが、積極的に利用者とのコミュニケーションを図り、訓練に取り
組みやすい雰囲気づくりを行うとともに健康上の相談や福祉用具の相談等、日々不安なく過ご
すことができるよう、相談の場を提供した。

　相談支援専門員が、アセスメントに基づき障害者などのニーズを把握し、地域の中で自立し
た日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な福祉サービスの利用を盛り込んだ
サービス等利用計画を作成した。
　障害児に関しても、福祉サービスを利用する際にアセスメントを実施し、障害児の心身の状
況やその置かれている環境などに応じて、児童・保護者のニーズに基づき、適切な保健、医
療、福祉、教育などのサービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、障
害児支援利用計画を作成した。
　また、作成したサービス等利用計画、障害児支援利用計画に対して、定期的にモニタリング
を実施し、計画の進捗状況を確認するとともに、利用者の意向等を踏まえたうえで、計画の変
更や福祉サービスなどの調整を行った。併せて利用者がより良い生活を送ることができるよ
う、各区役所支援課や各障害者生活支援センター、福祉サービス事業者等との緊密な連携に
努めた。
　新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、訪問のほか、電話や郵送での方法を用いて
適宜状況にあった支援を行った。

自立訓練事業では、利用者が自立し
た日常生活又は、社会生活を営むこと
ができるよう、一定期間、身体機能又
は生活能力の維持、向上などのため
に必要な訓練を行う。

相談支援事業では、障害者等からの
相談に応じ、必要な便宜を供与すると
ともに、地域の中で自立した日常生活
又は社会生活を営むことができるよ
う、障害福祉サービスの利用に際して
サービス等利用計画を作成する。ま
た、障害児の心身の状況や環境等に
応じて保護者のニーズに基づき、総合
的かつ効果的にサービスが提供され
るよう障害児支援利用計画を作成す
る。

生活介護事業では、利用者が豊かな
日常生活又は、社会生活を営むことが
できるよう、入浴、排泄、食事等生活全
般の支援を行い、創作活動及び外出
の機会の提供を行う。

提案内容

２．提案内容の達成状況



（1）指定管理者による評価

（2）さいたま市の評価（評価担当課：保健福祉局福祉部障害政策課）

（3）来年度の管理運営に対する指導事項等

来年度以降も適正な管理運営を継続するよう指導していく。

総合評価（Ｂ）※A～Ｄ
　施設の職員間で支援を振り返る機会を設けることで職員の利用者支援に対する意識を高めた。外部研修の受講や内部研修を通し
て職員の人権擁護や虐待防止に対する意識付けを行い、利用者支援に役立てた。
　生活介護事業では利用者のニーズに基づいた支援、利用者一人ひとりに適した準備と工夫を行いながら、達成感や充実感を味わう
ことが出来るような創作活動等の機会の提供、利用者の社会参加の場として、感染防止対策を行ったうえでの買い物、外食の機会を
提供した。
　自立訓練事業では利用者の身体や生活の状況を把握し、利用者に合わせた、個別支援計画を作成し、支援を行った。また、必要に
応じて社会参加に向けた外出訓練の場を提供した。
　施設内の設備の点検等を行い、不具合等があった際には必要に応じて修繕を行い、施設の維持管理に努めた。
  以上のこと等より総合評価をBとした。

　　生活介護事業においては、利用者の日常生活や社会生活の「質」の向上を図ることができるよう、個別支援計画に基づき、安全か
つ快適な入浴の実施や、利用者の嚥下・咀嚼機能の状態にあわせた食事の提供、身体機能に配慮した排泄等の介助を行った。ま
た、理学療法士の助言のもと、リハビリ機器を使用し、支援員の支援にて、身体機能維持のための身体的リハビリテーションも行った。
創作活動や余暇活動、外出活動等の機会も利用者のニーズを踏まえたうえで提供することができた。聞かれた環境づくりを行うため、
アーティストボランティアによるピアノコンサートを実施し、ボランティアと交流する機会提供した。また、家庭、区役所支援課、障害者生
活支援センター、当施設の相談支援専門員等と連携することで、利用者の生活面での支援にも協力することができた。
　自立訓練（機能訓練）事業においては、理学療法士がマンツーマンで対応することにより、利用者一人ひとりのニーズにあった専門
的なリハビリテーションを提供することができた。また、館内だけでなく外出訓練も実施し、日常生活に必要な社会経験を積みながら身
体機能の向上を図る機会を提供することができた。健康面に関しては、看護師が助言をすることで、安心して日常生活又は社会生活
を営むことができるよう、支援を行った。
　施設内の事業においては、新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、設備や備品の消毒および室内の換気を実施した。また、
検温や手洗い、手指消毒を行うとともに、飛沫感染防止のためのマスク着用やパーテーションの設置、密を避けながらの活動等を徹
底した。
　相談支援事業においては、相談支援専門員が障害者等からの相談に応じ、地域の中で自立した日常生活又は社会生活を営むこと
ができるよう、障害福祉サービスの利用に際して、サービス等利用計画を作成した。障害児についても、保護者のニーズに基づき、適
切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、障害児支援利用計画を作成した。利用者がより良い生活を
送ることができるよう、区役所支援課や障害者生活支援センター等と、常に連携を図った。
　生活介護事業や自立訓練（機能訓練）事業だけではなく、「大砂土ふれあいの里」として、大砂土放課後児童クラブや大砂土地区社
会福祉協議会と共に、合同防災訓練を年に２回実施した。
　虐待防止対策については、「虐待防止委員会」を組織し、定期的に委員会を開催した。セルフチェックリストを全職員対象に継続的に
実施し、課題を抽出して全職員に会議の場等で伝達し、虐待への注意喚起を行った。事故防止対策に関しては、「虐待防止委員会」と
併せて組織した「事故防止委員会」において作成したヒヤリハット事案の記録様式に、速やかに記入し、データーを継続的に収集する
体制を整えた。事故防止対策についても、職員のミーティング等で速やかに情報を確認し、対策を共有した。
　施設内の美化や設備等については、始業時ごとに点検を行った。設備や備品等の適切な維持管理をすることで、安全かつ長期にわ
たり、使用することが可能となるよう配慮し、利用者が安心して過ごせる生活空間を提供することができるよう努めた。「大砂土ふれあ
いの里」においては、エコロジー意識を持ち、極力エネルギーの無駄を省いた。物品購入についても、在庫数を正確に把握し、必要最
小限に留めた。水道光熱費等もサービスに影響しない範囲でメリハリのある省エネに取り組んだ。

３．評価


